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インドネシア ・パリ島の農村調査から

-r慣習長」と「公務長J一
一インドネシア・ノミリ島一村1－＆における伝統的自治組織と近代的行政機構一

僑岡大学 松永和人

序

本文は、後にのべる 3人による共同調査の結果の一部である。九州人類学研究会例会における秘の発

表の時期は、まだ共同研究に従事した3人による正式の印刷論文としての報告が行われていない段階で

あったために、主としてスライドによる現地の模綴を紹介するにとどめ、システマティジタな報告はさ

しひかえた。テーマも漠然と、 「インドネシア・パリ島の農村調査からJとしていたので、本文の主題

もそのままにした。しかし、そのような報告の中にも一つの焦点はおいていたつもりである。それは、

村洛における伝統的な自治組織と近代的な行政機構とのかかわり合いに関することであった。というの

(1) 
は、調3筆地におL、て、“ Banjar • （笑文では“ hamlet 拍，我カ：図で、は「羽＼~喜」 とされている ）と

いう主長本的な地縁集団に、伝統的な自治組織の長としての 「慣習f是J（“ Kl ian Adat 

2 ） 拍“ H “．．泊“. ( とは“chief＂，“ e Ider , Ada t とは tradition , cus tαn h の意、 〉がし、るとと

もに、一方、 閃じ「部落Jに近代的な行政機府の側の 「公務長J（“ Klian Dinas", "Dinas" 

は“ departmentu ，“ o ff ice M の意）がおかれ、その両老の関連に大きな関心をいだいたからで

ある。図下、そのような関心から一つの報告論文（テーマ 「『慣習長』と『公務長』ーインドネシア ・

バリ島一村忽における伝統的自治組織と近代的行政機構一J）を執祭しているので、そのごくあらまし

を本文として記飲しておく。

調査は、昭和49年度文郎省海外学術調査研究補助金による「東南アジア島理拠地岐における比較民

族学的研究」 （研究代表岩東京工業大学岩田慶治教授）のテーマの下に編成された 3チーム（マレーシ

ア班、 フィリピン飯、インドネシア班）の中の一斑（インドネシア班）の共同調査として行われた。

インドネシア班のメンパーは、東京大学吉田禎寄教綬をリーダーとし、亜細亜大学問苧谷栄助教授と私

の3人であった。調査地は、パリ島の中心都市デンパサール（ Den Pasar ）から南東約6キロの一村

落である。期間は、昭和49年9月18日縦日、笠50生存 1月15 B帰国するまでの約4ヶ月、その期

間中、ジャカルタでの諸手続き、またバリ島へ飛んだ後の諸手続きのため、実際に調査を行いえた期聞

は約3ヶ月であった。調査は、いろいろな事情から大体 3人行動をともにする共同調査の形をとった。

しかし、その中でも自ら関心の所在を異にし、私の関心は主として、以上にのべたような視点からする

地縁集団の問題にあった。
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1. f部落j、f慣習村j、 「行政村J

上迩の研究課題についてのベる前に、まず「鰐洛J、 「慣習村J、 「行政村」につレてふれておか

なければならなし、。というのは、この3者が村人に直接的にかかわる地縁（かつ行政的）集団である

からである。インドネシア共和国のー州をなすパリ烏は、8つの県（ Kabupaten ）よりなるが、そ

の県の下に郡CKecarna tan ）、その郡の中に「行政村〔“ Desa" ) J(3）ーその長を「プノレブクノレ

（“ Perbeke I " ) Jという ーーが存する。その「行政村Jは、今世紀初頭、オランダの直接的影響

がパりに及んだ後に地方の実情を無視しかなり慾主主的に（とし、うのは、いくつかの「部落」を集めて

織成しているが、それ以前からの「慣習村」に必ずしも合致していなし、）設置されたのであって、

その意味で、この「行政村Jが「部落」 、 「慣習村Jにくらべて村人にかかわる度合は比較的少いと

いうことができる。（4）問題は、 「郎務Jと「慣習村」との闘係である。我々の調査地の場合、サヌ ー

ノレ（ Sanur ）とインタラン（ Intaran ）という 2つの「慣習村Jが合体して「サヌ ール行政村」

( Desa Sanur ）を形成していたが、調査地の人々の社会生活をみるとき、やはりその「行政村J

に直接的にかかわることは比較的少く 、その社会生活の多くが「部忽Jと「慣習村j とに終始してい

るといっても決して過言ではなかった。そして、その両者の関係は、一言にしていえば、 J.L. 

Swe l lengrebe lがのべるように（5）、パリ文化に特徴的な方位鋭とも結びついて（6）、 「『部務』が

世俗的諸活動の中心であるのに対し、『俗習村』が宗教的なそれの中心をなすJことによって、社会

生活のいわば全一体をなしているのである。我々は、 「サヌ ーノレ慣習村」（ Des a Ada t Sanur ) 

の中の「フザルアン部洛J( Banjar Buruan）を調査地としてえらんだのであるが、その「フソレア

ン部洛」と「サヌーノレ慣習村」との関係も、謀本的に前記Swellengrebelの指摘と同様であった。

ところで、バ リ村洛の構造分析に関して、ギアツ（ Geert z, C. ) ii, 7つの「社会組織の諸面

( Planes of Social Organization )Jの分析の必姿を提唱しているF)彼のいう 7つの

(8) 
「諸岡」とは、 ①特定の寺院での礼拝の共同義務、②共同居住、③単一の水系にある水田の所有、

＠持って生まれた社会的地位（「カ ースト」 ）の共通性、＠親族のつながり、⑥ 「任意」組織のメン

バーシップを共にすること、 ⑦単一の政府行政官に法的に共通に服従すること、である。

まず第一の「特定の寺院…...Jとは、 「プロ ・カヤガン ・ティゴ（ Pura Kahyangan Tiga )J 

と総称される 3つの寺、 「草分け寺（ Pura Puseh ）」， 「死者の霊のための王子（ Pura Dalem ）」、

「神々の集会所としての寺 （Pura Balai Agung) Jの3寺であるが、その 3寺は、 「慣習村Jを

謀本単位として設置されている。ここに、前にのべたような 「慣習村」の義本的性格が示されている。

ギアツのいう第二の 「共同居住」というのが、本文でとりあげる 「郎洛Jであるが、それはその伝

統的な長としての「慣習長」の下、後にのべるような種々な機能を泉し、顕著な社会的まとまりを示

している。

第三の「単一の水系……」に関しては、 「部落」、 「償習村Jとは全く別個の組織として「スバッ

ク（ Subak ) Jとし、う水利組合が組織され、 j穫統用水路の維持 ・管埋などにかかわる共同労働は、
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この水利組合を単位として行われている。 ただ し、収終の際の相互扶助は、ここにのベる rffili答J

中，c..，である。

第四の「生得的地位（カースト）」については、 「プラ ーフマナ（ Brahmana ）」、 「サ トリア

( Sat r i a ）」、 「ウエーシア（ Wesia）」、 「ス ードラ（ Sudra ）」の4カースト（9）が、我々の

調査地の場合、戸数 il lの中、ブラーフ マナ 48、サトリア 6、ウエーシア O、スードラ 57、で‘

しかも、その中のサトリアの6戸は比絞的／iii近の入村者（ さらに、6田中2戸が籾族関係にある ）

で、従 って、その広本；的なカーストは、ブラ ーフマナとスードラであった。

第五の減族に関して、我々の調資地では「ソロハン（ Sorohan ）」 、 「リンティハン（ Lint i-

han ）」としづ親族集団 （父系〉 がみられた。ともに、いうまでもなく f部落」、 rwn雪村Jの地縁

集団とは、！東忽的に無関係である。その雨量苦は、ブラ ーフマナとスードラの両カーストによって叙族

組織上大きな違いがみられる。ブラーフマナ ・カーストの場合、 10代以上をさかのぼって、被先の

倒性が失われず、その系譜関係も明縫で、従って、大規燥な集団が形成されているのに対して、スー

ドラ ・カーストに：おいては、3の 4代さかのぼると、祖誕の個性は失われる。このような違いに悶沌

するのがギアツのいう「テクノニ 4ーCTeknonymy ) Jである。その「テクノユミ ー」 とは、親族

呼称に関して、スードラ ・カーストのみにみられ、子供（孫〉が生まれると、父母（組父母〉の個々

の名前を呼ぶのをやめ、 「…・の父 （母）」 、 「－－－の祖父 （母） Jというように呼ぶ習慣である。

このような習慣の故に、世代をさかのぼればさかのぼるほど、個々の組先の認識はうすれ、従って、

共通の祖先を中心とする大規模な集団は形成されがたい。一方、ブラーフマナ ・カース 卜においては、

そのようなことはなく 、大規模な集団化がみられる。なお、 「リンティハン」とは、各家族と 「ソロ

ハン」との中聞に位置づけられる小規模の親族集団で、そのそれぞれの集団は「都洛」にそれぞれ共

通の彼先の護をまつる伺をもち、その摘の祭犯をともにしている集団でありぷた後述するように務式

を除く各種「泡過儀礼Jを行う蒸本単位でもある。

第六の 「任意」組織とは、芸能など、ある特定の目的のために「任意Jに組織された集印のことで

ある。

第七の「単一の政府行政官に……服従する・－…」ということにおいては、近代的行政機構の米端と

しての「行政村J村長 「プノレブクル」とその下の「部忽」における「公務長」とが問題とされる。この

ように、 「泌滋」 には、第二に関連してのべた「郎・滋」の伝統的な長としての「慣習長」とここにの

ベる近代的な行政のラインにおける「公務長Jの2老が並存しているが、関心の中心はその両者の関

係である。

2. f部落Jの伝統的な長としての「慣習長jの機能

「部洛」の伝統的な長としての「慣習長」の機能は、広範聞にわたっている。その主なものに限っ

てみても、彼はまず、自治組織の上での責任者である。彼の下、月 l回、定期的に「部滋」の公共の
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建物である集会所（“ BaleBanjar" ）で、 「釘l務Jにかかわる諸事項が話し合われる。その諸事

項とは、例えば Ufll詰喜」の公共物（上述の集会所、 「部落 J共有の「ガメラン（ Game Ian J」

とし、う楽器、炊事用具など）の修恩、維持、管.f!I!.に使われる各家から徴収する金額の決定、養子、新

婚、 入村考の「all~喜」 のメンパーとしての承認、 すなわち、 r$t喜」のメンパーシァプにかかわるこ

と、前記3寺および「都港」の寺（ Pura Banjar ）の祭りに闘して、その仕事の分担、資用などの

話し合い、 「郎洛Jのメンパーで「俄醤法」に違反した考の処罰などなどである。寺の祭りで前にの

べた「プロ ・カヤガン・ティゴ」の 3寺は、 「慣習村Jを謀本単位として設霞され、従って「償濁村J

－ーその長としての 「ブンデサ（ Bendesa ) Jの直接的責任にかかわることではあるが、その「ブ

ンデサJは、各「都港」の長「慣習長Jとの相談の下に、その祭りを遂行している。そして、その費

用の鎚出、祭りの際の仕事の分担など、各「郎3喜J毎に、その長としての「慣習長」の責任の下にな

されている。また、村人の行為を規制する「慣習法Jも各「郎忽J毎でなく、謀本的には「慣習村」

を中心としてみられ、従ってその「償習村」村長「プンデサJがそれを維持する上での責任考である。

とともに、違反行為に対する処罰は、前述のように直接各「都港Jの長としての「慣習長」の資任

においてなされている。その限り「慣習長」の機能がそのような場面でも明確に認められる。

以上のほか、 「慣習長Jの重姿な機能は農作業ーーとくに、収獲に際しての相互扶助にみられる。

すでにのベたように、縦波用水路の維持 ・管忽は、 r~都議」 、 「慣習村」とは全く別の組織である水

利組合（「スパック」）でなされているが、収獲は、 「郎落」を単位とした相互扶助（ “Gotong-

Royong " ）として行われている。 「慣習長Jt主、その相互扶助の組織、遂行上の責任者である。な

お、彼の下で行われる柑互扶助は、そのほか「通過儀礼Jに関して、葬式の場合にもみられる。つま

り「部落Jの中で死者が出た場合、 「恨習長Jの責任 ・指揮の下に、 「部洛J内の相互扶助として務

式が行われるのである。その他の「通過儀礼」一一例えば、生後3ヶ月自の儀礼、同6ヶ月自の儀礼、

削歯の儀礼、初潮視い、結婚式などーーは、謀本的に家族 ・親族（「リンティハン」 ）のかかわるこ

とと考えられている。なお、以上にのベた「総務Jへの拠出金、相互扶助を受ける権利、また、果す

義務など、カーストに関係なく平等であった。

このように、 「部落」の伝統的な長としての「慣習長」の機能は、自治組織、 「郷洛Jのメンパー

シップに関すること、相互扶助、 「慣習法」の維持、さらには、相続問題の裁定などにも及び、突に

広範囲にわたっている。このような「償習長」の下、 「郎滋Jはいちじるしい社会的まとまりを示し

ているといわなければならない。ところが、一方、そのような「郎落」に近代的な行政機織のライン

として、 「行政村J村長「フ．ルブタルJに直属する「公務長」が配置されている。

3. 「公務長Jの機能

「公務長」は制度上、伝統的な「慣習村」村長「ブンデサ」および各「部海Jの「慣習長」とは、

無関係に、 「行政村」 村長「プルブクルJに直属し、彼の指示の下に動くことを使命としている。その
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ような「公務長JI去、村（ 「行政村」 ）役場を通して、 月3.75 0ルピア（約2.80 0円）の給料を政府

から支給されている。（ 一方、 「慣習長」には rmm喜」内からも何ら手当てにあたるものはなL、。 ）

「公務長」の機能は、 「行政村J村長 fプルプクルJを通しての政府からの「部落Jへの伝達、一方

「部落」についての各績報告、徴税などのほか、村役場、病院、 学校などの公共施設の補繕、 また、

政府の役人が来るi祭の道路の補修 ・清掃など、 「公務長Jの直接的資任の下になされるものとされて

いる。ところが、 「羽rn喜」のレベルで前にのべた 「慣習長Jの機能とこの f公務長Jの機能とを峻別

することは事実上不可能である。というのは「公務長」は、その役割遂行上「慣習長Jtこ相淡し、そ

の「償首長」の承諾、あるいは指示の下に行っているといっても決して過言ではないほどであるから

である。つまり 、 「行政村」村長のラインからくる各種指令が 「部溶Jのレベルでは、制度的には全

く無関係なその伝統的な長としての「Wf習長Jの機能の中にいわば「吸収Jされているといっても決

して間違いではないと慰われるのである。

4. 「慣習長jと 『公務長Jとの関係

では、どのような条件の下に、そのような現象がみられるのであろうか。それは、少くとも我々の

調変地「フツレアンfflrn喜Jについていえば、カーストの違いではなかろうかと考えられる。つまり 「慣

習自長j がブラーフマナ ・カーストの者であるのに対して、 「公務長Jはスードラ・カーストの出身である。

そのようなカ ーストの違いが、そのI蒔煮の「部落」における位置づけを上下の関係とし、そのこと

が以上にみたような現象の原因ではなかんうかと思われるのである。枝々がL、くどかインタビュ ーの

ために訪れた際にみられた 「公務長」の「慣習長Jに対する態度が極めて低姿勢であったことが印象

として後っている。また、実際上 「公務長」は彼の役割遂行上、ことごとくといってし、し、ほど「慣習長J

に相談し、彼のいわば指示を仰ぐということであった。つまり、このようにして「郎溶J内における

その両考の立場は、制度的には全く別個でありながら、カーストの途いから上下の関係に位置づけられ

ているということができる。そのために 「公務長」の機能は「慣習長」のそれにいわば「吸収Jされ

ているといったような状態を呈していると考えられるのである。

ところで、そのような両者の関係は、今後どのように変化していくので為ろうか。その点に関する

予測をあえてのべておけば、それは「償醤長Jの地位の相対的低下、一方、 「公務長」の地位の籾対

的上昇をみるのではなかろうかということである。調査地は、今回、急、j速な社会変化にi直面している。

というのは、約 l0年前からの当地に対する政府のR，光地化政策によって、多くのホテノレ、バンガロ

ーがたちならび、それらの従業員が当地から燥用されたため、農作業上の相互扶助の遂行が事実上凶

雛なほど、農業人口の減少をもたらしている「郎落Jもあるくらいである。このことは、そのような

相互扶助を組織する直接的資任老である「慣習長Jの機能の弱化につながることである。とともに、

「世俗化」が急速に進行するきざしもみられる。例えば、彼等の宗教生活においてトランスに入り、
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視誌と交流することはその一つの重要な側面であるが、 「ガメラン（ Gamelan ）」という楽器によ

る音楽は、トランスに入る僚の重要な要紫をなしてL、る。そして、そのガメランは、通常「郷落Jに

よって所有され、チームが編成されている。ところが、 一方、純粋に鋭光客対象のガメラン ・チーム

が 4年前から、同じ「部品喜」で編成されている例もみられたのである。この場合には、もちろん

トランスに入ることはない。これはあくまで一例にしかすぎないが、このことにもうかがえるように、

「世俗化」が、観光地化政策によって今後、急速に進むことが考えられる。今日、そのような「世俗

化」が、前述の 3寺の祭り、その資任者である f慣習村J村長と各「郎落」の「慣習長Jに直接的に

影響を与えている商はまだみられない。しかし、今後やがては、 「慣習村J村長と「慣習長」の機能

の弱化に影響しないことはないであろう。

以上のほか、グレーダー（ Grader ,C.J. ）がのべるようにω中央線力の 「郎洛Jへの介入という

事実も、その変化に関して樋めて重要である。そのような中央線力の介入は、 f部忽Jの自治組織の

弱体化、従ってその長としての「慣習長」の機能の弱化、その地位の低下をもたらすことはいうまで

もない。そしてまた、そのような中央線力の介入のルートが f行政村」村長「プルブクル」からそれ

に直属する f公務長」のラインであることは明らかで、そのような介入が「公務長Jの rm;洛Jにお

ける地位の上昇をもたらすであろうことも当然考えられるのである。

（註）

(1) そのそれぞれの一例をあげておけば、

Geertz,C., 1967. 

宮本延人編， 19 6 8 . 

なお、その「部落j より小さな地縁集団（例えば、我が国農村における「組Jのような）は存在

しなかった。

(2) なお、ここにいう 「俄醤長」を後にのべる「慣習村」 村長と混同しではならなL、。というのは、

「慣習村J （“ Desa Adat 川、“ Desa＂はムラの窓）は、今世紀初頭、オランダの彫望書がパリ

島に及んだ後に設置された「行政村」 に対して、それ以前からのムラで、その長を「プンデサ

( Bendesa ）」という。 ここにいう「部海Jの長は、いくたの文献では“Klian Banjar H 、

つまり「部洛長Jと記されているが、我々の調査地では“KlianAdatH とよんでいた。従って

「償習長Jと訳さざるをえないが、その 「慣習長」と 「慣習村」村長とを混同してはならない。

(3｝註（2）にのべた f慣習村Jが“ DesaAda tぬといわれるのに対して、ここにのべる「行政村」 は、

今日“ Desauとのみ称されている。

(4) ただし、村（「行政村J）役場は無論、学校など「行政村」を単位として設置され、その限り、

「行政村Jの社会的まとまりもみられる。

(5) Wertheim, W.F.(ed.), 1960, p. 32 
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(6) 「部滋」が“keloduの方向（海の方、下の方、俗の方 ）、 「償Tii村Jが“kajauの方向 （山

の方、上の方、製！なる方 〉

(7) Geer t z , C. , 1 9 5 9 . 

(8) 訳語は、間苧谷栄氏による （悶苧谷栄、19 7 5 ）。

(9) パリ島では、“ Braluninuを“ Brahmana", " Ksa tr i ya H を“Satriau、“ Vesiya"

を“WesiaH とし、う。 “Sudrauは｜司じ。

。。 vanBaa I, J . (ed.), 1 9 6 9 . p. l 6 8 
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